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在宅医療に関する日本薬剤師会の取り組み 

• 薬剤師の関与を必要とする在宅患者に過不足なく訪問薬剤管
理指導を提供できる地域体制を整備し、医療・介護関係者、行
政、地域住民に情報提供すること 

 

• 地域で必要とされる医薬品（麻薬、無菌製剤、材料等）の供給
体制を確保すること 

 

• 720地域薬剤師会において、地域包括ケアにおける在宅チー
ム医療の一員として、かかりつけ機能を有する薬局・薬剤師が
医療・介護専門職種と連携すること 

 

• 訪問薬剤管理指導業務のアウトカム品質を向上するための研
修体制を整備すること 
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医療資源としての薬局 

• 保険薬局    54,000薬局 
• 保険薬剤師                150,000人 

 
• 訪問管理指導届出 43,000薬局（79％） 

– 薬局/人口1万人  3.3薬局 
– 在宅訪問実施率  26.8% （25年6月）都内レセプト135万請求 

– 在宅患者調剤加算算定  5,000* （25年7月）２４年度に新規施設基準 
 

– 無菌製剤処理加算  25年度  545*  
                              24年度  435    
                 23年度  304  
     22年度  216 

   *25年度数値は未確定 

• 既存の地域薬局インフラを活用し、在宅医療に対応が可能 
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在宅療養推進アクションプラン （平成22年度～） 
～薬剤師が地域のチーム医療に参画するために～ 

 

  ・体調チェックフローチャート 

  ・在宅服薬支援マニュアル 

 ・在宅等における薬効・副作用  
モニタリングの研修 

薬局・薬剤師のスキルアップ 
 

 

・地域の薬局情報（訪問薬剤管     
理指導業務応需体制等）を把握
するための調査 

・地域の薬局情報公開ツール     
（薬局リスト等）の作成 
 
 

 
   ・医療職/介護職 
   ・行政 
      医療/薬務 
      介護/介護予防 
     （地域包括支援センター） 
      高齢福祉 
      国保 
   ・地域住民  

地域支部における 
訪問薬剤管理指導業務の 

応需体制の整備  

地域連携の促進 
～薬局機能・業務の理解促進～ 

・体調チェックフローチャートの改訂 
・在宅服薬支援マニュアルのＤＶＤ化 

・薬局向け調査票のひな形作成と提供 
・薬局リストのひな形の作成と提供 

・各方面へのアプローチモデル      
 （手順書）の作成と提供 
・薬局業務の説明用資料の作成 

・支部薬剤師会等での研修 ・地域における推進方策の検討 ・各方面へのアプローチ、連携の促進 

日 
薬 

支 
部 
薬 

都道府県薬：地域（支部）での円滑な実施のための総合的な支援 

進捗状況を確認し、更なる推進策を検討する 



共通アンケート用紙 

• 720地域支部薬剤師会 

–アンケート調査 

–データ集計 

–応需体制薬局一覧
表の作成 

 

 

–県薬剤師会に報告 

–地域への情報提供 
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薬局の在宅応需体制一覧（東京都板橋区の事例） 
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http://zaitaku-toyaku.jp/ 

例：東京都薬剤師会ウェブサイト（HP) 

http://zaitaku-toyaku.jp/
http://zaitaku-toyaku.jp/
http://zaitaku-toyaku.jp/


検索画面 
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検索・薬局一覧表 
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検索薬局マップ 
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個別の薬局情報 
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Ⅰ．全市町村（地域支部薬剤師会）でリスト作成 
 ＊必須事項の共有化 
 ＊地域の状況に応じたリストの作成 
 
Ⅱ．リストの信頼性および実効性の確保 
 ＊リストの公共性の確立 
 ＊実効性確保および苦情処理等の仕組みの構築 
 
Ⅲ．地域包括ケアシステムにおける有効活用 
 ＊地域住民に対する周知（リスト・掲示・薬手帳等） 
 ＊医療・介護専門職、行政との連携推進 
 
Ⅰ．地域における応需体制の整備 
 ＊24時間体制・無菌調剤 
 ＊サポート薬局制度の活用 
 ＊麻薬小売業の全薬局取得・薬局間譲渡制度の活用 

「在宅応需薬局リストに関する今後の取り組み」              





第１３回チーム医療推進方策検討   
ワーキンググループ（2013・9・26）   
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改正薬事法・薬剤師法・抜粋 

• 薬事法第九条の三 
• 「調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等」 

– 薬局開設者は・・・・・・・・厚生労働省令で定めるところによ
り、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬
剤師に必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に
基づく指導を行わせなければならない。 
 

• 薬剤師法第二十五条の二 

– 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は
授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に
当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な
薬学的知見に基づく指導を行わなければならない 
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中医協・総-5 - 2 23年4月20日より 

病棟⇔在宅 

適正使用の確保 
体調、生活状況観察 

ヘルスアセスメントに
よる副作用の防止、
早期発見 



在宅・チーム医療において、薬剤師が多職種と
協働・連携し「薬学的知見に基づく」指導・管理
を実施することにより薬物治療に貢献する。 

業務・役割の変化に応じた生涯研修の充実 


